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第１章 千葉県ひとり親家庭等医療費等助成事業につい

て 

 

 千葉県では、市町村と協同しひとり親家庭等の経済的負担と精神的不安を軽減する

ことにより、ひとり親家庭等の自立を促進し、かつ、ひとり親家庭等の福祉の向上を

図るため、保険診療に係る医療費等を助成する公費負担制度を実施しています。 

 

１ 事業の概要 

(1) 事業の実施主体 

  ひとり親等の居住する市町村 

(2) 対象者  

ひとり親家庭の父母等（18歳（一定の障害がある場合は 20歳未満）までの 

児童を監護するひとり親家庭の父母、養育者及びその監護を受ける児童） 

※ 生活保護を受けている等、対象とならない場合があります 

※ 所得制限を設けている市町村では、対象とならない場合があります。 

  （この場合、受給券は交付されません）。 

(3) 給付対象額 

入 院  保険診療の一部負担金額、食事療養及び生活療養の標準負担額 

  通 院  保険診療の一部負担金額 

  調 剤  保険調剤の一部負担金額 

※ 上記には、在宅療養及び訪問看護を含みます。 

(4) 自己負担額 

入院については、保険診療の一部負担金、食事療養費及び生活療養費の標準負

担額の合算額から、１日につき０円、２００円、３００円のいずれか、通院につ

いては、保険診療の一部負担金から１回につき０円、２００円、３００円のいず

れかとなります。 

ただし、１日または１回の自己負担金に満たない場合は、患者負担割合の額と

なります。 

※ 自己負担額は市町村により異なりますので、必ず受給券をご確認下さい。 

※ 保険薬局での調剤については、自己負担はありません。 

 (5) 給付方法 

現物給付方式により実施 

※ 医療機関の窓口で受給券を提示することにより、受給券に記載された自己負

担金額のみで医療サービスを受けることができます。 

※ 受給券の提示がない場合や県外で受診した場合は、償還払いとなります。 
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２ 現物給付の流れ 

千葉県ひとり親家庭等医療費等助成事業における現物給付の流れは、概ね下

記のとおりとなっています。 

 

 

 

 

 

３ 他の公費負担制度との優先関係 

ひとり親家庭等医療費等助成事業は、他の公費負担制度（次頁参照）が優先し

ます。 

ただし、先に適用した公費負担制度に自己負担額がある場合は、当該自己  

負担額について、ひとり親家庭等医療費等助成事業の助成対象となります。 

 なお、児童福祉施設・里親等に措置・委託等されている子どもは児童福祉法の

措置等に係る医療の給付（公費番号：５３）の対象であり、当該制度は保険診療

の一部負担分の全額を公費負担（自己負担額なし）のため、ひとり親家庭等医療

費等助成事業の助成対象となりません。 
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《 公費負担制度一覧 》 

法 律 等 名   称 公費番号 

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 結核患者の適正医療 １０ 

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 結核患者の入院 １１ 

生活保護法 医療扶助 １２ 

戦傷病者特別援護法 療養の給付 １３ 

戦傷病者特別援護法 更正医療 １４ 

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援す

るための法律 
更正医療 １５ 

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援す

るための法律 
育成医療 １６ 

児童福祉法 療育の給付 １７ 

原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律 認定疾病医療 １８ 

原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律 一般疾病医療費 １９ 

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 措置入院 ２０ 

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援す

るための法律 
精神通院医療 ２１ 

麻薬及び向精神薬取締法 入院措置 ２２ 

母子保健法 養育医療 ２３ 

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援す

るための法律 
療養介護医療 ２４ 

中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中

国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律 
医療支援給付 ２５ 

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 一類感染症等 ２８ 

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 新感染症 ２９ 

心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の

医療及び観察等に関する法律 
 ３０ 

肝炎治療特別促進事業に係る医療の給付  ３８ 

特定疾患治療研究事業及び先天性血液凝固因子障

害等治療研究事業 
 ５１ 

児童福祉法による小児慢性特定疾病医療支援  ５２ 

児童福祉法の措置等に係る医療の給付  ５３ 

難病の患者に対する医療等に関する法律 特定医療 ５４ 
特定Ｂ型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措

置法による定期検査費及び母子感染防止医療費の支給 
 ６２ 

石綿による健康被害の救済に関する法律  ６６ 

児童福祉法による肢体不自由児通所医療及び障害児入所医療  ７９ 

各市町村の規則・条例等 
重度心身障害者

（児）医療 
８１ 

各市町村の規則・条例等 子ども医療 ８３ 

各市町村の規則・条例等 ひとり親家庭等医療 ８５ 
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４ 独立行政法人日本スポーツ振興センターの災害共済給付の 

取り扱いについて 
 

ひとり親家庭等医療費等助成事業の助成対象となるひとり親家庭等の児童が、

学校管理下での負傷又は疾病により受診した場合には、下記の点に留意してく

ださい。 

 

○ 学校管理下での負傷又は疾病など、独立行政法人日本スポーツ振興センター

の災害共済給付の対象となる医療費については、ひとり親家庭等医療費等助

成事業の助成対象となりません。 

 

○ 子どもの保護者に対しては、学校管理下での負傷又は疾病により受診する際

は、受給券を使用しないよう市町村から周知されています。 

 

○ 保護者から学校管理下での負傷又は疾病であるとの申し出があった場合は、

ひとり親家庭等医療費等助成事業の助成を行わず、保険診療の一部負担金で

ある３割（就学前児は２割）相当額を保護者に請求してください。 

 

○ 災害共済給付制度の内容につきましては、学校又は日本スポーツ振興センタ

ー（TEL:03-5410-9162）へお問い合わせください。 
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第２章 受給券について 

 

 ひとり親家庭等医療費等助成事業の現物給付を行うには、市町村が発行する

受給券が必ず必要になります。医療機関の窓口では、受給券の提示を受け、内容

を確認していただくようお願いいたします。 

 

１ 受給券の様式 
市町村によって多少異なりますが、概ね下記のとおりとなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ひ と り 親 家 庭 等 医 療 費 等 助 成 受 給 券 

公費負担者番号         

受 給 者 番 号         

対 
 

象 
 

者 

住   所 

〒 

  

氏  名 

 男 ・ 

女 

生年月日    年   月   日 

有 効 期 間   年  月  日 ～    年  月  日 

自
己
負
担
金 

通  院   

入  院   

保険調剤  

 

               ○○○市町村長  ○○ ○○○  印 
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２ 公費負担者番号の構成 

ひとり親家庭等医療費等助成事業の公費負担者番号は、８桁の算用数字から

構成されています。 

 
 

 

事 業 別 番 号 
ひとり親家庭等医療費等助成事業では「８５」を設定していま

す。 

都道府県番号 千葉県の番号は「１２」になります。 

自己負担区分 下記の「０」～「５」のいずれかを使用します。 

「０」・・・  0円（県基準） 

「１」・・・ 300円（県基準） 

「２」・・・   0円（市町村独自基準） 

「３」・・・ 200円（市町村独自基準） 

「４」・・・   0円（市町村独自基準） 

「５」・・・ 300円（市町村独自基準） 

市 町 村 番 号 千葉県内の市町村にそれぞれ２桁の番号が決められています。 

検 証 番 号 国で定めた計算式に基づいて算出される番号になります。 

 

３ 「自己負担金」欄について 

 自己負担金の表示は、以下のようになっています。 

通 院 

無料 

通院１回につき２００円 

通院１回につき３００円 

いずれか１つが記載されま

す。 

入 院 

無料 

入院１日につき２００円 

入院１日につき３００円 

いずれか１つが記載されま

す。 

保険調剤 無料  

※ 保険診療の一部負担金額が受給券に記載された自己負担金に満たない 

場合は、その金額を徴収してください。 

８ ５ １ ２ 

自己負担 検  証 
区   分 番  号 

市町村 
番  号 

事業別 
番  号 

都道府県 
番   号 
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第３章 医療機関における取扱いについて 

 

１ 現物給付の条件 

ひとり親家庭等医療費等助成事業において現物給付ができるのは、以下の項

目を全て満たす場合に限ります。 

 ① 居住する市町村から受給券が交付されていること。 

 ② 千葉県内の契約医療機関及び契約保険薬局での診療及び調剤 

 ③ 診療及び調剤の際に、受給券と保険証を提示した場合 

 

２ 自己負担額の徴収 

医療機関の窓口では、受給券に記載の自己負担額のみを徴収し、保険診療の一

部負担金額と自己負担額（０円、２００円、３００円のいずれか）の差額を、医

療機関から審査支払機関に請求していただくことになります。 

 

３ 院外処方で処方せんを交付する場合 

院外処方で処方せんを交付する場合は、処方せんの備考欄に○免または（免）と

記載してください。 
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第４章 高額療養費の取扱いについて 

 

 ひとり親家庭等医療費等助成事業において高額療養費に該当する場合は、ひ

とり親家庭の父母等（児童を含む）が加入する保険によって自己負担の徴収額が

異なる場合がありますので、御留意ください。 

 

１．被用者保険の場合 

被用者保険における医療費助成事業に係る高額療養費は、平成１８年厚生労

働省告示により、一律一般の所得区分（７０歳未満の場合は所得区分ウ、７０歳

以上の場合は高齢受給者の一般所得者）で算定します。 

窓口での徴収額はひとり親家庭等医療費等助成事業の自己負担額のみとなり

ます。 

 

 

 一部負担金額(２割または３割) 

   

 

 

 

 

 

 

保険給付額 

(８割または７割) 高額療養費 

保険者負担額 

ひとり親家庭等 
医療費等助成 

ひとり親家庭医療

自己負担額 

自己負担限度額 

（区分ウ） 

この金額のみを窓口で 

徴収してください。 
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２．国民健康保険及び後期高齢者医療の場合 

国民健康保険及び後期高齢者医療における医療費助成事業に係る高額療養費

は、所得区分による高額療養費の算定が定められていることから、所得区分に応

じて以下のとおり取扱いをお願いします。 

 

高額療養費算定が予想される場合は、予め限度額適用認定証または限度額適

用認定証・標準負担額減額認定証の申請を行うようひとり親家庭の父母等（児

童を含む）に案内をお願いします。 

 

（１）限度額適用認定証または限度額適用認定証・標準負担額減額認定証を 

提示した場合 

 国保連合会では所得区分に応じた高額療養費を計算します。 

 窓口での徴収額はひとり親家庭等医療費等助成事業の自己負担額のみとなり

ます。 

 

 

 一部負担金額(１割、２割または３割) 

   

 

 

 

 

 

 

 

保険給付額 

(９割、８割 

または７割) 
高額療養費 

保険者負担額 

ひとり親家庭等 
医療費等助成 

ひとり親家庭医療 

自己負担額 

自己負担限度額 

（認定証に応じて算定された額) 

この金額のみを窓口で 

徴収してください。 
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（２） 県内市町村国保の場合（限度額適用認定証を提示した場合を除く） 

 ① ７０歳未満の場合 

ひとり親家庭の父母等（児童を含む）の加入する保険が市町村国保の場合、

区分ウの所得区分により高額療養費を計算します。 

 窓口での徴収額はひとり親家庭等医療費等助成事業の自己負担額のみとなり

ます。 

 

 一部負担金額(２割または３割) 

   

 

 

 

 

※区分ウ以外の所得区分、多数該当、世帯合算により高額療養費が異なった

場合は、後日、市町村の担当部署間で調整することになります。 

 

 

② ７０歳以上の場合 

ひとり親家庭の父母等の加入する保険が市町村国保の場合、保険証の負担割

合に応じて、区分アまたは区分エの所得区分により高額療養費を計算します。 

  窓口での徴収額はひとり親家庭等医療費等助成事業の自己負担額のみとな

ります。 

 

 一部負担金額(２割または３割) 
 

  

 

 

 

 

※区分アまたは区分エ以外の所得区分、多数該当、世帯合算により高額療養

費が異なった場合は、後日、市町村の担当部署間で調整することになります。 

 

自己負担限度額 

（区分ウ） この金額のみを窓口で 

徴収してください。 

保険給付額 

(８割または７割) 高額療養費 

保険者負担額 
ひとり親家庭等 
医療費等助成 

保険給付額 

(８割または７割) 

ひとり親家庭医療 

自己負担額 

高額療養費 

保険者負担額 
ひとり親家庭等 
医療費等助成 

ひとり親家庭医療 

自己負担額 

自己負担限度額 

（区分アまたは区分エ） この金額のみを窓口で 

徴収してください。 
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（３） 県内国保組合の場合（限度額適用認定証を提示した場合を除く） 

 ① ７０歳未満の場合 

  ひとり親家庭の父母等（児童を含む）の加入する保険が県内国保組合（医師

国保組合（１２３０１８）・歯科医師国保組合（１２３０２６）・薬剤師国保組

合（１２３０３４））の場合、区分ウの所得区分により高額療養費を計算しま

す。 

 窓口での徴収額はひとり親家庭等医療費等助成事業の自己負担額のみとなり

ます。 

 

 一部負担金額(２割または３割) 

   

 

 

 

 

※区分ウ以外の所得区分、多数該当、世帯合算により高額療養費が異なった

場合は、後日、市町村と国保組合で調整することとなります。 

 

 

② ７０歳以上の場合 

  ひとり親家庭の父母等の加入する保険が県内国保組合（医師国保組合（１２

３０１８）・歯科医師国保組合（１２３０２６）・薬剤師国保組合（１２３０３

４））の場合、保険証の負担割合に応じて、区分アまたは区分エの所得区分に

より高額療養費を計算します。 

  窓口での徴収額はひとり親家庭等医療費等助成事業の自己負担額のみとな

ります。 

 

 一部負担金額(２割または３割) 
 

  

 

 

 

 

※区分アまたは区分エ以外の所得区分、多数該当、世帯合算により高額療養

費が異なった場合は、後日、市町村と国保組合で調整することとなります。 

自己負担限度額 

（区分ウ） この金額のみを窓口で 

徴収してください。 

保険給付額 

(８割または７割) 高額療養費 

保険者負担額 

ひとり親家庭等 
医療費等助成 

ひとり親家庭医療 

自己負担額 

保険給付額 

(８割または７割) 
高額療養費 

保険者負担額 

ひとり親家庭等 
医療費等助成 

ひとり親家庭医療 

自己負担額 

自己負担限度額 

（区分アまたは区分エ） 
この金額のみを窓口で 

徴収してください。 
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（４） 県外国保組合の場合（限度額適用認定証を提示した場合を除く） 

 ① ７０歳未満の場合 

  ひとり親家庭の父母等（児童を含む）の加入する保険が県外国保組合（県番

１２を除く国保組合）の場合、区分ウの所得区分により高額療養費を計算しま

す。 

  窓口での徴収額はひとり親家庭等医療費等助成事業の自己負担額と高額療

養費の金額になります。 

 

【注】窓口徴収金額が変わります。 

 

 一部負担金額(２割または３割) 

   

 

 

 

 

 

 

※高額療養費は後日、被保険者から保険者に還付請求していただくことにな

ります。 

 区分ウ以外の所得区分、多数該当、世帯合算により高額療養費が異なった

場合は、後日、市町村、国保組合、被保険者間で調整することになります。 

 

  

保険給付額 

(８割または７割) 高額療養費 

保険者負担額 

ひとり親家庭等 
医療費等助成 

ひとり親家庭医療 

自己負担額 

自己負担限度額 

（区分ウ） 
この金額を窓口で 

徴収してください。 

この金額を窓口で 

徴収してください。 

この金額を窓口で 

徴収してください。 
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 ② ７０歳以上の場合 

 ひとり親家庭の父母等の加入する保険が県外国保組合（県番１２を除く国保

組合）の場合、保険証の負担割合に応じて、区分アまたは区分エの所得区分に

より高額療養費を計算します。 

  なお、レセプトに所得区分を記載するため、窓口での徴収額はひとり親家庭

等医療費等助成事業の自己負担額のみとなります。 

 
 一部負担金額(２割または３割) 

 

  

 

 

 

 

 

※区分アまたは区分エ以外の所得区分、多数該当、世帯合算により高額療養

費が異なった場合は、後日、市町村と国保組合で調整することになります。 

  

保険給付額 

(８割または７割) 高額療養費 

保険者負担額 

ひとり親家庭等 
医療費等助成 

ひとり親家庭医療 

自己負担額 

この金額のみを窓口で 

徴収してください。 

自己負担限度額 

（区分アまたは区分エ） 
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（５） 県内後期高齢者医療の場合（限度額適用認定証を提示した場合を除く） 

 ひとり親家庭の父母等の加入する保険が後期高齢者医療の場合、保険証の負

担割合に応じて、区分アまたは区分エの所得区分により高額療養費を計算しま

す。 

 窓口での徴収額はひとり親家庭等医療費等助成事業の自己負担額のみとなり

ます。 

 

 

 一部負担金額(１割または３割) 

   

 

 

 

 

 

 

※区分アまたは区分エ以外の所得区分、多数該当、世帯合算により高額療養

費が異なった場合は、後日、市町村と千葉県後期高齢者医療広域連合で調整

することになります。 

 

 

  

保険給付額 

(９割または７割) 高額療養費 

保険者負担額 
ひとり親家庭等 
医療費等助成 

ひとり親家庭医療 

自己負担額 

自己負担限度額 

（区分アまたは区分エ） 

この金額のみを窓口で 

徴収してください。 
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〔参考事例〕 

総 医 療 費 100万円 

入 院 日 数 10日 

ひとり親家庭医療 

自己負担 
300円（入院 1 日につき） 

所 得 階 層 区分ウ 

負 担 割 合 ３割 

※ 簡略化のため食事療養費（生活療養費）はないものとして計算。 

 

自己負担限度額 ＝ 80,100円 ＋ （1,000,000 円 － 267,000円）×１％ 

＝ 87,430円 

  

《 医療費内訳 》 

 

 この事例の場合、保険別に見た窓口徴収額は下記のとおりとなります。 

 

１ 県内市町村国保、県内国保組合、社保、県外国保組合（７０歳未満で限度額

適用認定証の提示がない場合を除く）及び県内後期高齢者医療の場合 

窓口徴収額 ＝ 3,000 円（ひとり親家庭等医療費等助成事業自己負担額） 

 

２ 県外国保組合の場合（７０歳未満で限度額適用認定証の提示がない場合） 

窓口徴収額 ＝ 212,570円（高額療養費保険者負担額）＋3,000 円（ひとり親

家庭等医療費等助成事業自己負担額）＝ 215,570円 

 

なお、国民健康保険及び後期高齢者医療においては、区分ウ以外の所得区分、

多数該当、世帯合算により高額療養費が異なった場合の過誤額は、後日市町村と

保険者等で調整することになります。  

700,000円 
保険給付額（7割） 

300,000円 
一部負担金額（3割） 

 
212,570円 
高額療養費 

保険者負担額 

87,430円 
高額療養費の自己負担限度額 

 
84,430円 

ひとり親家庭等医療費等助成 

3,000円 
ひとり親 

家庭医療 

自己負担額 
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 第５章 ひとり親家庭等医療費等の請求について 

１ 委託契約の締結について 

 ひとり親家庭等医療費等の請求にあたっては、事前に千葉県と医療機関とで

現物給付の実施に関する委託契約を締結する必要があります。 

 

※県は、千葉県医師会、千葉県歯科医師会及び千葉県薬剤師会と契約を締結し

ていますので、これらの団体に加入している医療機関は、契約の締結は不要

です。 

  

(1) 契約書の入手方法 

下記担当までご連絡ください。契約書を郵送いたします。 

 

(2) 契約方法 

  契約書２部に記名押印の上、２部とも下記までご送付下さい。契約締結後、

１部を返送いたします。 

 

〒260-8667 千葉市中央区市場町１番１号 

千葉県健康福祉部児童家庭課 ひとり親家庭班 

TEL：043-223-2320 ／ FAX：043－224-4085 

 

 

 

２ ひとり親家庭等医療費等の請求先 

 ひとり親家庭等医療費等については、加入する保険が社会保険の場合は社会

保険診療報酬支払基金千葉支部（以下、「支払基金」という。）に、国民健康保険

及び後期高齢者医療の場合は千葉県国民健康保険団体連合会（以下、「国保連合

会」という。）に請求していただきます。 

 

 

 

 

 

 

 



- 17 - 

３ 請求の流れ 

 

受給者

市町村（ひとり親

家庭等医療）

保険者

医療機関

審査支払機関

支払基金

国保連合会

④支払

③請求（レセプト）

④支払

③請求（連名簿）

②
請
求
（
併
用
レ
セ
プ
ト
）

⑤
支
払

①受給券・保険証提示

① 受給者は、受給券と被保険者証を医療機関に提示して受診します。 

 

②  医療機関では、ひとり親家庭等医療費等の請求を併用レセプトで医療費

の保険給付額の請求とひとり親家庭等医療費等の請求とを併せて審査機

関に行います。 

 

③  審査機関では、併用レセプトの内容を審査の上、ひとり親家庭等医療費

等と保険給付額を市町村と保険者に請求します。 

 

④  市町村と保険者では、審査機関からの請求を受けてひとり親家庭等医療

費等と保険給付額を支払います。 

 

⑤  審査機関では、市町村と保険者からの支払を受けて医療機関にひとり親

家庭等医療費等と保険給付額を支払います。 
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第６章 請求書等の記載要領 

 

１ 併用レセプト作成にあたっての留意点 

 

（１）医療保険と公費の併用レセプトで請求します。 

 

（２）ひとり親家庭等医療費等助成に係る一部負担金が発生しない場合の記載は「０

円」または「空欄」とします。 

 

（３）ひとり親家庭等医療費等助成に係る一部負担金が、１回の自己負担額に満たな

い場合は、その額を記載します。たとえば、自己負担額が３００円の受給券と  

３割負担の保険証を持参した受給者の請求点数が６９点の場合、２０７円（１円

単位）と記載します。 

 

（４）入院について、療養の給付の一部負担金額が発生しない場合は食事・生活療養

の標準負担額から１日あたりの自己負担額を徴収します。また、療養の給付の一

部負担額が自己負担額に満たない場合は、食事・生活療養の標準負担額を含め  

１日当たりの自己負担額を徴収することになります。 

 

（５）１日のうち同一の保険医療機関に２回受診（電話による受診を含む）した場合

は、２回分を自己負担とします。なお、即日入院の場合は入院分のみを自己負担

とします。 

 

（６）ひとり親家庭等医療費等助成事業は、国の公費負担制度を優先することから、

国の公費負担制度助成額を控除した残りの額を助成対象とします。また、国の公

費負担制度において窓口負担額のある場合においては、その窓口負担金をひとり

親家庭等医療費等助成事業の助成対象とします。 

 

（７）国の公費負担医療との併用で、医療保険と国の公費負担医療費が異なる場合は、

ひとり親家庭等医療費等の請求点数は空欄ではなく医療保険の点数を記載します。 

   なお、医療保険とひとり親家庭等医療費等の診療日数が異なる場合は、医療保

険の請求点数ではなく、ひとり親家庭等医療費等の該当点数を記載します。 

 

（８）ひとり親家庭等医療費等が国の公費により請求金額が生じない場合は、記載の

必要はありません。 
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２ 併用レセプトの記載事例 

 

 
医科入院外

事例１ 医保・ひとり親家庭等医療の２者併用 （未就学者）

― 保険者番号 ０１１２００１３

日

② 日

公費① ８５１２１○○○ ○○○○○○○ 診

療

実

日

数

公費②
①

保 1 日

300

　一部負担金額 円点決 定

点 円

療

養

の

給

付

保

険

公

①

公

②

請 求 点

523
点

点 点 円

・ひとり親家庭等医療自己負担額　　　　　　３００円

療養の給付の請求金額

・医療保険　　　　　　　　　　　　　　４，１８４円　＝　５２３点×８割

・ひとり親家庭等医療　　　　　　　　　　　７４６円　＝　５２３点×２割－３００円
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歯科

事例２ 医保・ひとり親家庭等医療の２者併用 （本人・家族）

― 保険者番号 ０１１２００１３

日( 日)

公費分
点　数

請求 点

合 計

公費 ８５１２１○○○ ○○○○○○○ 診　療
実日数 1

点

523決定 点

円

患者負担額
（公費）

円

決 定

点

300

高額療養費

円
一部負担
金　　額

・ひとり親家庭等医療自己負担額　　　　　　３００円

療養の給付の請求金額

・医療保険　　　　　　　　　　　　　　３，６６１円　＝　５２３点×７割

・ひとり親家庭等医療　　　　　　　　　１，２６９円　＝　５２３点×３割－３００円
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1

調剤

事例３ 医保・ひとり親家庭等医療の２者併用 （未就学者）

― 保険者番号 ０１１２００１３

　一部負担金額

回

公費②
① 回

② 回

公費① ８５１２○○○○ ○○○○○○○ 受

付

回

数

保

保

険

請 求 点 決 定 点 円

公

①

点 点 円

0
公

②

点 点

＊一部負担金額が０円の場合は、記載を省略しても差し支えありません。

523

療養の給付の請求金額

・医療保険　　　　　　　　　　　　　　４，１８４円　＝　５２３点×８割

・ひとり親家庭等医療　　　　　　　　　１，０４６円　＝　５２３点×２割

円
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訪問看護

事例４ 医保・ひとり親家庭等医療の２者併用 （本人・家族）

― 保険者番号 ０１１２００１３

日

公費②
公

①
日

公

②
日

公費① ８５１２１○○○ ○○○○○○○
実
日
数

保

険 2

合計

請

求

保

険 21,540 円

公

①
円

公

②
円

決

定

保

険
円

公

①
円

公

② 円

負
担
金
額

保

険
円

公

① 600 円

公

② 円

公

費

負

担

金

　
　

額

公

①
円

公

②
円

・ひとり親家庭等医療　　　　　　　　　５，８６２円　＝　２１，５４０円×３割－６００円

・ひとり親家庭等医療自己負担額　　　　　　６００円　＝　３００円×２日

療養の給付の請求金額

・医療保険　　　　　　　　　　　　　１５，０７８円　＝　２１，５４０円×７割
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医科入院

事例５ 医保・ひとり親家庭等医療の２者併用 （未就学者）

― 保険者番号 ０１１２００１３

日

公費②
① 日

② 日

公費① ８５１２１○○○ ○○○○○○○ 診

療

実

日

数

保 2

円

3,321 600 4 2,024 1,840

円 決 定 円 標 準 負 担 額 円

3,321 4 2,024

負 担 金 額 円 食

事

・

生

活

療

養

保

険

回 請 求

点 円
公

①

保

険

円 円回

請 求 点 決 定 点

円 円点 点 円
公

②

回

・ひとり親家庭等医療　　　　　　　　　１，８４０円

・医療保険　　　　　　　　　　　　　２６，５６８円　＝　３，３２１点×８割

・ひとり親家庭等医療　　　　　　　　　６，０４２円　＝　３，３２１点×２割－６００円

療養の給付の請求金額

・医療保険　　　　　　　　　　　　　　　　１８４円　＝　２，０２４円－１，８４０円

・ひとり親家庭等医療自己負担額　　　　　　６００円　＝　３００円×２日

療

養

の

給

付

食事・生活療養の請求金額

公

②

1,840
公

①

点

円
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事例６ 医保・ひとり親家庭等医療の２者併用（異点数） （本人・家族）

― 保険者番号 ０１１２００１３

○○○○○○○ 診

療

実

日

数

保 3

医科入院外

公

②

点

日

公費②
① 2 日

② 日

公費① ８５１２１○○○

保

険

請 求 点 決 定

公

①

　一部負担金額 円

4,899
点 点

点

円

3,136 600

・ひとり親家庭等医療　　　　　　　　　８，８０８円　＝　３，１３６点×３割－６００円

療養の給付の請求金額

・医療保険　　　　　　　　　　　　　３４，２９３円　＝　４，８９９点×７割

点 円

療

養

の

給

付

・ひとり親家庭等医療自己負担額　　　　　　６００円　＝　３００円×２日

・医療保険自己負担額　　　　　　　　　５，２８９円　＝　（４，８９９点－３，１３６点）×３割

＊この事例では、ひとり親家庭等医療の対象とならない医療（受給券の提示なし等）が１日あります。
　その分の医療は公費の対象となりません。
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保 2

医科入院外

事例７

― 保険者番号 ０１１２００１３

（未就学者）医保・ひとり親家庭等医療の２者併用（１日の自己負担額が３００円未満）

点

日

公費②
① 日

② 日

公費① ８５１２１○○○ ○○○○○○○ 診

療

実

日

数

点請 求 点 決 定

598
点 点 円

　一部負担金額 円

療養の給付の請求金額

点 円

療

養

の

給

付

保

険

公

①

公

②

452

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（１日目５２２点　２日目７６点）

＊一部負担金額が３００円に満たない場合は、その金額（１円単位）がひとり親家庭等医療自己負担額と
　なります。

・医療保険　　　　　　　　　　　　　　４，７８４円　＝　５９８点×８割

・ひとり親家庭等医療　　　　　　　　　　　７４４円　＝　５９８点×２割－４５２円

・ひとり親家庭等医療自己負担額　　　　　　４５２円　＝　３００円×１日＋１５２円
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＊高額療養費の自己負担限度額に達した日以後も、ひとり親家庭等医療自己負担額は徴収します。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（自己負担限度額）

・医療保険　　　　　　　　　　　　　　　　３６０円　＝　１，２８０円－９２０円

・ひとり親家庭等医療　　　　　　　　　　　９２０円

・高額療養費　　　　　　　　　　　１８３，５７０円　＝　９０，０００点×３割－８６，４３０円

・ひとり親家庭等医療　　　　　　　　７７，１３０円　＝　８６，４３０円－９，３００円

・ひとり親家庭等医療自己負担額　　　　９，３００円　＝　３００円×３１日

食事・生活療養の請求金額

療養の給付の請求金額

・医療保険　　　　　　　　　　　　６３０，０００円　＝　９０，０００点×７割

円

9,300
公

②

点 点 円
公

②

円 円 円

公

①

点 点 円
公

①

円

円 決 定 円 標 準 負 担 額 円

90,000 2 1,280

負 担 金 額 円 食

事

・

生

活

療

養

保

険

回 請 求

回

回

920
円

療

養

の

給

付

保

険

請 求 点 決 定 点

日

公費②
① 日

② 日

公費① ８５１２１○○○ ○○○○○○○ 診

療

実

日

数

保 31

86,430
（※）

（※）月途中で高額療養費の自己負担限度額に達したとする。

医科入院

事例８ 医保・ひとり親家庭等医療の２者併用（高額療養費） （本人・家族）

― 保険者番号 ０１１２００１３

特 記 事 項

２８区ウ
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＊難病医療自己負担額に対してひとり親家庭等医療が適用されます。
　難病医療自己負担額からひとり親家庭等医療自己負担額を控除した額が、ひとり親家庭等医療費となります。

・ひとり親家庭等医療自己負担額　　　　　　３００円

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （難病医療自己負担額）

・医療保険　　　　　　　　　　　　　１８，７２５円　＝　２，６７５点×７割

・ひとり親家庭等医療　　　　　　　　　２，９３０円　＝　３，２３０円－３００円

・難病医療　　　　　　　　　　　　　　４，７９５円　＝　２，６７５点×３割－３，２３０円

療養の給付の請求金額

点

300

円

療

養

の

給

付

保

険

公

①

公

②

3,230

　一部負担金額 円点請 求 点 決 定

2,675
点 点 円

点

日

公費② ８５１２１○○○ ○○○○○○○
① 日

② 日

公費① ５４１２○○○○ ○○○○○○○ 診

療

実

日

数

保 1

医科入院外

事例９ 医保・難病医療・ひとり親家庭等医療の３者併用 （本人・家族）

― 保険者番号 ０１１２００１３
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （小児慢性医療自己負担額）

療養の給付の請求金額

・医療保険　　　　　　　　　　　　　２１，４００円　＝　２，６７５点×８割

・小児慢性医療　　　　　　　　　　　　１，１１０円　＝　２，１７０点×２割－３，２３０円

2,675
公

②

・ひとり親家庭等医療　　　　　　　　　４，２４０円　＝　（２，６７５点－２，１７０点）×２割

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＋３，２３０円

＊ひとり親家庭等医療は対象疾病等の制限がないため、その日数・点数は保険給付分と同じです。
　この事例では小児慢性医療が優先となり、残りの額及び小児慢性医療自己負担額に対してひとり親家庭等
　医療が適用されます。

点 点 円

円

2,170 3,230
公

①

点 点

円　一部負担金額
保

険

請 求 点 決 定 点

2,675

回

公費② ８５１２○○○○ ○○○○○○○
① 回

② 回

公費① ５２１２○○○○ ○○○○○○○ 受

付

回

数

保 1

調剤

事例１０ 医保・小児慢性医療・ひとり親家庭等医療の３者併用（異点数） （未就学者）

― 保険者番号 ０１１２００１３
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・ひとり親家庭等医療　　　　　　　　　１，３８０円　（標準負担額）

＊食事・生活療養は育成医療の対象とならないため、標準負担額にはひとり親家庭等医療が適用されます。

・育成医療　　　　　　　　　　　　　１５，０００円　＝　１０，０００点×２割－５０００円

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（育成医療自己負担額）

・医療保険　　　　　　　　　　　　　　　　６００円　＝　１，９８０円－１，３８０円

・ひとり親家庭等医療　　　　　　　　　４，７００円　＝　５，０００円－３００円

・ひとり親家庭等医療自己負担額　　　　　　３００円

食事・生活療養の請求金額

療養の給付の請求金額

・医療保険　　　　　　　　　　　　　８０，０００円　＝　１０，０００点×８割

療

養

の

給

付

公

②

点 点 円
公

②

円

円 決 定

円 円

300 3 1,980

円 円 円

5000 0 0 0

1,380

公

①

点 点 円
公

①

保

険

円 標 準 負 担 額 円

10,000 3 1,980

負 担 金 額 円 食

事

・

生

活

療

養

保

険

回 請 求

回

回

請 求 点 決 定 点

1,380

日

公費② ８５１２１○○○ ○○○○○○○
① 日

② 日

公費① １６１２○○○○ ○○○○○○○ 診

療

実

日

数

保 1

医科入院

事例１１ 医保・育成医療・ひとり親家庭等医療の３者併用 （未就学者）

― 保険者番号 ０１１２００１３
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＊食事・生活療養は小児慢性医療の対象となりますが、標準負担額の１／２は自己負担となります。

＊入院１日目で小児慢性医療の自己負担限度額に達していることから、２日目以降は食事・生活療養の標準
　負担額（小児慢性医療の負担額を控除した額）に対してひとり親家庭等医療が適用されます。

＊ひとり親家庭等医療に係る療養の給付の負担金額欄への記載は、療養の給付と食事・生活療養の自己負担
　額を合算した金額を記載することとなります。

・ひとり親家庭等医療自己負担額　　　　　　３００円　＝　３００円×１日

食事・生活療養の請求金額

・医療保険　　　　　　　　　　　　　　５，９５０円　＝　９，８５０円－３，９００円

特 記 事 項

２７区イ

・小児慢性医療　　　　　　　　　　　６１，７４８円　＝　２３，９１６点×３割－１０，０００円

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （小児慢性医療自己負担額）

・ひとり親家庭等医療　　　　　　　　　９，７００円　＝　１０，０００円－３００円×１日

3,900

療養の給付の請求金額

・医療保険　　　　　　　　　　　　１６７，４１２円　＝　２３，９１６点×７割

療

養

の

給

付

円 円

1,500 15 9,850
公

②

点 点 円
公

②

円

3,900
公

①

点 点 （※） 円
公

①

保

険

円 円 円

10,000 15 9,850 3,900

請 求

回

回

請 求 点 決 定 点

日

公費② ８５１２１○○○ ○○○○○○○
① 日

② 日

公費① ５２１２８○○○ ○○○○○○○ 診

療

実

日

数

保 5

医科入院

事例１２ 医保・小児慢性医療・ひとり親家庭等医療の３者併用 （本人・家族）

― 保険者番号 ０１１２００１３

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　（入院１日目で小児慢性医療の自己負担限度額超え）

・ひとり親家庭等医療自己負担額　　　　１，２００円　＝　３００円×４日

・小児慢性医療　　　　　　　　　　　　１，９５０円　＝　３，９００円×１／２

・ひとり親家庭等医療　　　　　　　　　　　７５０円　＝　３，９００円×１／２－３００円×４日

（※）入院１日目で小児慢性医療の自己負担限度額に達したとする。

円 決 定 円 標 準 負 担 額 円

23,916 15 9,850

負 担 金 額 円 食

事

・

生

活

療

養

保

険

回
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＊食事・生活療養は小児慢性医療の対象となりますが、標準負担額の１／２は自己負担となります。

＊入院１日目で小児慢性医療の自己負担限度額に達していることから、２日目以降は食事・生活療養の標準
　負担額（小児慢性医療の負担額を控除した額）に対してひとり親家庭等医療が適用されます。

＊ひとり親家庭等医療に係る療養の給付の負担金額欄への記載は、療養の給付と食事・生活療養の自己負担
　額を合算した金額を記載することとなります。

・小児慢性医療　　　　　　　　　　　　　　２６０円　＝　５２０円×１／２

・ひとり親家庭等医療自己負担額　　　　　　２６０円　＝　５２０円×１／２

・ひとり親家庭等医療自己負担額　　　　　　３００円　＝　３００円×１日

食事・生活療養の請求金額

・医療保険　　　　　　　　　　　　　　　　８１０円　＝　１，３３０円－５２０円

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （小児慢性医療自己負担額）

・ひとり親家庭等医療　　　　　　　　　４，７００円　＝　５，０００円－３００円×１日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　（入院１日目で小児慢性医療の自己負担限度額超え）

520

療養の給付の請求金額

・医療保険　　　　　　　　　　　　　９９，６３１円　＝　１４，２３３点×７割

・小児慢性医療　　　　　　　　　　　３７，６９９円　＝　１４，２３３点×３割－５，０００円

円 円

560 2 1,330

円 円

5,000 2 1,330 520

円 標 準 負 担 額 円

14,233 2 1,330

円 食

事

・

生

活

療

養

保

険

回 請 求 円

円

円

520
点 点

（※）入院１日目で小児慢性医療の自己負担限度額に達したとする。

療

養

の

給

付

保

険

請 求 点 決 定 点 負 担 金 額 決 定

公

①

（※） 円
公

①

回

公

②

点 点 円
公

②

回

2 日
２８区ウ

公費② ８５１２１○○○ ○○○○○○○
① 日

②

公費① ５２１２８○○○ ○○○○○○○ 特 記 事 項 診

療

実

日

数

保

日

医科入院

事例１３ 医保・小児慢性医療・ひとり親家庭等医療の３者併用 （本人・家族）

― 保険者番号 ０１１２００１３
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１ ひとり親家庭等医療費等助成事業の自己負担金について 

 

問１ 保険診療の一部負担金がひとり親家庭等医療費等助成事業の自己負担金

（300円）に満たない場合は、窓口で徴収する金額はどうなるのですか。 

 

答１ 一部負担金額を徴収してください。例えば、一部負担金額が 174 円の場

合、170円を窓口で徴収してください。（健康保険法第 75条の規定により 10

円未満は四捨五入して徴収してください。） 

   ただし、審査支払機関に請求する際作成するレセプトには、1円単位まで

記載することになりますので、御注意ください。 

 

問２ １日のうち同一の保険医療機関に２回受診（電話による受診を含む。）   

した場合、ひとり親家庭等医療費等助成事業の自己負担金はどのようになる

のですか。 

答２ ひとり親家庭等医療費等助成事業の自己負担金は、入院外は１回ごとに徴

収しますので、２回分を自己負担していただきます。 

 

問３ 同一保険医療機関で複数科受診した場合、ひとり親家庭等医療費等助成事

業の自己負担金はどのようになるのですか。 

答３ 同一保険医療機関でのひとり親家庭等医療費等助成事業の自己負担金は、

一医療機関とみなし、主たる診療科のみ（初診、再診料を算定する診療科）

徴収します。ただし、歯科は除きます。 

    

問４ １日のうち複数の保険医療機関（歯科を含む。）に受診した場合、ひとり

親家庭等医療費等助成事業の自己負担金はどのようになるのですか。 

答４ 保険医療機関ごとに自己負担金を徴収します。ただし、保険調剤は無料と

なります。 

 

問５ 同一保険医療機関に通院で受診し、帰宅後、傷病の悪化により入院した 

場合のひとり親家庭等医療費等助成事業の自己負担金はどのようになるの

ですか。 

答５ ひとり親家庭等医療費等助成事業の自己負担金は、入院は１日につき、通

院は１回につき徴収することになるので、それぞれにおいて自己負担金を徴

収します。ただし、即日入院の場合は入院分のみを徴収します。 
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問６ 細菌薬剤感受性検査で未来院の場合、ひとり親家庭等医療費等助成事業の

自己負担金はどのようになるのですか。 

答６ 未来院の場合でも、患者からは自己負担金を徴収してください。 

 

問７ 他の公費負担制度がある場合、ひとり親家庭等医療費等助成事業の自己負

担金はどのようになるのですか。 

答７ ひとり親家庭等医療費等助成事業は、他の公費負担制度を優先させること

から、他の公費負担制度助成額の自己負担額を対象とします。したがって、

他の公費負担制度において窓口負担額のある場合においては、その窓口負担

金をひとり親家庭等医療費等助成事業の助成対象とし、ひとり親家庭等医療

費等助成事業の自己負担金のみを徴収することになります。 

 

問８ 訪問看護において、訪問看護プランに基づき１日に複数回訪問した場合、

ひとり親家庭等医療費等助成事業の自己負担金はどのようになるのですか。 

答８ 訪問看護において、訪問看護プランに基づき１日に複数回訪問した場合、

ひとり親家庭等医療費等助成事業の自己負担金は、１回分のみを徴収するこ

とになります。 

 

  



- 34 - 

２ 受給券について 

 

問１ 月途中でＡ市からＢ市へ転居した場合、受給券はどのような取扱いに 

なるのですか。 

答１ 転出先のＢ市では、転居月の翌月に、転入日から有効な受給券を交付し

ます。 

よって、当月は、Ａ市に居住していた期間のみが現物給付の対象となり、

Ｂ市転出後でＢ市発行の受給券の有効期間の始期までにかかった医療

は、償還払いの対象となります。 

 

問２ 受給券の有効期間はどのように設定されていますか。 

答２ 市町村では、原則として例年１１月に受給券の更新を行っているため、

原則として、受給券の有効期間は１０月３１日までとなっております。

（ただし、一部の市では１１月以外の始期としている場合があります） 

   

問３ ひとり親家庭等医療費等助成受給券と保険証は受診ごとに確認するの

ですか。 

答３ 原則として、受診ごとに確認していただくようお願いします。 

   特に、受給券が更新される月は、公費負担者番号が変更となる可能性が

あるので、ご注意ください。 
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３ ひとり親家庭等医療費等の請求について 

 

問１ ひとり親家庭等医療費等の請求はどこに、どのように行うのですか。 

答１ ひとり親家庭等医療費等の請求は、加入している保険が国民健康保険

及び後期高齢者医療の場合は、千葉県国民健康保険団体連合会へ、社会保

険の場合は社会保険診療報酬支払基金千葉支部へ、医療保険と公費（ひと

り親家庭等医療費等）の併用レセプトにより行っていただきます。 

  

問２ ひとり親家庭の父母等（児童を含む）の加入する保険者の所在地は、千

葉県外でも問題ありませんか。 

答２ 千葉県外の国保組合に加入している場合は、現物給付の対象となりま

す。 

ただし、千葉県外の市町村国保及び千葉県外の後期高齢者医療に加入し

ている場合は、現物給付の対象外となります。※受給券の発行はありませ

ん。 

 

 ※国民健康保険の場合、保険者によっては、高額療養費分を窓口で徴収し 

  ていただく場合があります。詳しくは「第４章 高額療養費の取扱いに 

  ついて」をご参照ください。 

 

問３ ひとり親家庭の父母等（児童を含む）の加入する保険者（市町村）と、

受給券を発行する市町村が異なることはありますか。 

答３ 特別な事情がある場合には、異なる市町村であっても受給券が発行さ

れることがあります。（住所地特例） 

   ただし、加入している保険者（市町村）は千葉県内に限ります。 

 

問４ 県外の医療機関を受診し発行された処方せんには公費負担者番号が記

載されていないが、県内の医療機関で発行された処方せんと同様に、県内

の保険調剤薬局において、ひとり親家庭等医療費等を請求することはで

きますか。 

答４ 県外の医療機関で発行された処方せんを提示された場合は、受給券に

より公費負担者番号等の受給者資格をご確認いただき、県内の医療機関

を受診し発行された処方せんと同様にひとり親家庭等医療費等を請求し

てください。 
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問５ 災害共済給付は総医療費 5,000 円以上を対象としており、１回の通院

では対象とならなくても、何回か通院することで、5,000円以上の医療費

がかかれば対象となる場合があるため、初期の通院では災害共済給付の

対象となるか判断できないことがありますが、どのように対応するべき

ですか。 

答５ 学校管理下における負傷及び疾病による受診の場合は、ひとり親家庭

等医療費等助成事業を使わずに、保険診療の一部負担金である３割等（就

学前児は２割）相当額を請求してください。最終的に災害共済給付の対象

とならなかった場合は、ひとり親家庭等医療費等助成事業において償還

払いにより支給します。 

問６ 同じ月に複数回受診した場合、災害共済給付の対象となる医療費とそ

うでない医療費が混在することがありますが、どのように請求すればよ

いですか。 

答６ 同じ月に複数回受診し、かつ受給券を使用しないことがあった場合で

も、実際に受領した金額をレセプト上に記載してください。 

国保連合会及び支払基金では、診療回数×受給券の自己負担金が領収金

額と合致しない場合、医療機関に確認をします。 

 

【例】ひとり親家庭等医療費等助成事業の自己負担金 300円、診療回数３回、

領収金額 2,000円の場合 

領収金額が 900 円となっていないため、国保連合会及び支払基金では医療

機関に状況を確認いたします。 
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４ その他 

 

問１ ひとり親家庭等医療費等助成事業では、市町村によって所得制限を設

けているが、具体的にはどういうことを意味するのですか。 

答１ 市町村が所得制限を設けている場合、ひとり親家庭の父母等の所得が

一定の額を超えるときは、ひとり親家庭等医療費等助成事業の助成対象

とならず、受給券も発行されません。 

   なお、所得制限の判定は、受給券を発行する際に市町村が行いますの

で、医療機関の窓口では、受給券の提示があった場合のみ現物給付の取扱

いをしていただきますようお願いします。 

 

問２ 現在使用しているレセプトコンピュータは、自己負担区分を入力する

ことにより、自動的に自己負担金が算定される仕様となっているので、自

己負担区分「５」についても同様に自動算定できるようにしたいと考えて

いるが、市町村別に金額を設定してしまっても問題ないか。 

答２ 市町村が自己負担金を変更した場合、自己負担区分「５」の金額も  

変更となるため、市町村別に金額を設定した場合には、その都度コンピュ

ータの修正が必要となる可能性があります。 

このため、受給券に記載された金額を見てから入力する又は選択するな

どの仕様にしていただくことをお勧めします。 

 

問３ ひとり親家庭等医療費等助成事業の受給券と併せて、子ども医療費助

成事業または重度心身障害者（児）医療費助成事業の受給券の提示があっ

た場合は、どのようにレセプト請求をするのですか。 

答３ 両方の受給券が有効期間内であっても、いずれか一方のみを記載して

請求してください。 

   同時ではなく、同一月の別日にそれぞれ提示された場合についても、同

様の取扱いとします。 
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公費負担者番号に設定する市町村番号 

 

市町村名 市 町 村 

番 号 

市 町 村 名 市 町 村 

番 号 

市 町 村 名 市 町 村 名 市 町 村 

番 号 

市 町 村 

番 号 

千 葉 市 ０１ 四 街 道 市 １７ 九十九里町 ４５ 鋸 南 町 ６９ 

習志野市 ０２ 八 街 市 １８ 芝 山 町 ５１ 木更津市 ７６ 

八千代市 ０３ 印 西 市 １９ 茂 原 市 ５２ 君 津 市 ７７ 

船 橋 市 ０４ 白 井 市 ２０ 一 宮 町 ５３ 富 津 市 ７８ 

鎌ケ谷市 ０５ 富 里 市 ２１ 睦 沢 町 ５４ 袖ケ浦市 ７９ 

市 川 市 ０６ 酒 々 井 町 ２２ 長 生 村 ５５ 市 原 市 ８０ 

浦 安 市 ０７ 栄 町 ２５ 白 子 町 ５６ 南房総市 ８１ 

松 戸 市 ０８ 神 崎 町 ２８ 長 柄 町 ５７ いすみ市 ８２ 

柏 市 ０９ 多 古 町 ３３ 長 南 町 ５８ 香 取 市 ８３ 

流 山 市 １０ 東 庄 町 ３５ 勝 浦 市 ５９ 匝 瑳 市 ８４ 

我孫子市 １１ 銚 子 市 ３６ 大 多 喜 町 ６０ 山 武 市 ８５ 

野 田 市 １３ 旭 市 ３８ 御 宿 町 ６２ 横芝光町 ８６ 

成 田 市 １５ 東 金 市 ４３ 館 山 市 ６５   

佐 倉 市 １６ 大網白里市  ４４ 鴨 川 市 ６６   
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ひとり親家庭等医療費等助成事業市町村担当課一覧 

番号 市町村 担当部署 電話番号 内線 郵便番号 所在地

1 千 葉 市 こども家庭支援課 043-245-5179 260-8722 千葉市中央区千葉港1番1号

2 銚 子 市 子育て支援課 0479-24-8967 288-8601 銚子市若宮町１番地の１

3 市 川 市 こども福祉課 047-712-8539 272-8501 市川市八幡1-1-1

4 船 橋 市 児童家庭課 047-436-3316 273-8501 船橋市湊町２－１０－２５

5 館 山 市 社会福祉課 0470-22-3750 294-8601 館山市北条1145-1

6 木更 津市 子育て支援課 0438-23-7243 292-8501 木更津市朝日3-10-19

7 松 戸 市 子育て支援課 047-366-3127 271-8588 松戸市根本387-5

8 野 田 市 児童家庭課 04-7125-1111 2135 278-8550 野田市鶴奉7-1

9 茂 原 市 子育て支援課 0475-20-1573 297-8511 茂原市道表1番地

10 成 田 市 子育て支援課 .0476-20-1538 286-8585 成田市花崎町760

11 佐 倉 市 児童青少年課 043-484-6140 285-8501 佐倉市海隣寺町97番地

12 東 金 市 子育て支援課 0475-50-1202 283-8511 東金市東岩崎１番地１

13 旭 市 子育て支援課 0479-62-8012 289-2595 旭市ニの1920番地

14 習志 野市 子育て支援課 047-453-9203 275-8601 習志野市鷺沼２－１－１

15 柏 市 こども福祉課 04-7167-1595 277-8505 柏市柏五丁目１０番１号

16 勝 浦 市 福祉課 0470-73-6618 299-5292 勝浦市新官１３４３番地の１

17 市 原 市 子ども福祉課 0436-23-9802 290-8501 市原市国分寺台中央1-1-1

18 流 山 市 子ども家庭課 04-7150-6082 270-0192 流山市平和台１－１－１

19 八千 代市 子ども福祉課 047-483-1151 2262 276-8501 八千代市大和田新田312-5

20 我孫 子市 子ども支援課 04-7185-1111 270-1192 我孫子市我孫子1858

21 鴨 川 市 子ども支援課 04-7093-7113 296-0033 鴨川市八色887-1

22 鎌 ケ 谷市 こども支援課 047-445-1325 273-0195 鎌ケ谷市新鎌ケ谷2-6-1

23 君 津 市 子育て支援課 0439-56-1128 299-1192 君津市久保2丁目13番1号

24 富 津 市 子育て支援課 0439-80-1256 293-8506 富津市下飯野2443番地

25 浦 安 市 こども課 047-712-6424 279-8501 浦安市猫実一丁目一番一号

26 四街 道市 子育て支援課 043-421-6124 284-8555 四街道市鹿渡無番地

27 袖 ケ 浦市 子育て支援課 0438-62-3272 299-0292 袖ケ浦市坂戸市場１－１

28 八 街 市 子育て支援課 043-443-1693 289-1192 八街市八街ほ３５番地２９

29 印 西 市 子育て支援課 0476-33-4645 270-1396 千葉県印西市大森2364-2

30 白 井 市 子育て支援課 047-497-3487 270-1492 白井市復1123

31 富 里 市 子育て支援課 0476-93-4497 286-0292 富里市七栄652-1

32 南房 総市 社会福祉課 0470-36-1153 294-8701 南房総市谷向１００番地

33 匝 瑳 市 子育て支援課 0479-73-0096 289-2198 匝瑳市八日市場ハ７９３番地２

34 香 取 市 子育て支援課 0478-50-1257 287-8501 香取市佐原ロ2127

35 山 武 市 子育て支援課 0475-80-2631 289-1392 山武市殿台296番地

36 い す み 市 福祉課 0470-60-1120 298-8501 いすみ市大原7400番地1

37 大網白里市 子育て支援課 0475-70-0331 299-3292 大網白里市大網115-2  
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ひとり親家庭等医療費等助成事業市町村担当課一覧 

番号 市町村 担当部署 電話番号 内線 郵便番号 所在地

38 酒々 井町 健康福祉課 043-496-1171 285-8510 印旛郡酒々井町中央台４－１１

39 栄 町 福祉・子ども課 0476-33-7707 270-1592 印旛郡栄町安食台１丁目２番

40 神 崎 町 保健福祉課 0478-72-1603 289-0221 香取郡神崎町神崎本宿96番地

41 多 古 町 子育て支援課 0479-76-5412 289-2292 香取郡多古町多古584

42 東 庄 町 健康福祉課 0478-79-0910 289-0612 香取郡東庄町石出2692-4

43 九十九里町 社会福祉課 0475-70-3359 283-0195 山武郡九十九里町片貝4099

44 芝 山 町 福祉保健課 0479-77-3914 289-1692 山武郡芝山町小池992

45 横芝 光町 健康こども課 0479-82-3400 289-1733 山武郡横芝光町栗山1076番地

46 一 宮 町 子育て支援課 0475-42-1415 299-4396 長生郡一宮町一宮2457番地

47 睦 沢 町 福祉課 0475-44-2578 299-4492 長生郡睦沢町下之郷1650-1

48 長 生 村 子ども教育課 0475-32-2117 299-4394 長生郡長生村本郷 1-77

49 白 子 町 健康福祉課 0475-33-2113 299-4292 長生郡白子町関５０７４番地の２

50 長 柄 町 健康福祉課 0475-35-2414 297-0298 長生郡長柄町桜谷712

51 長 南 町 福祉課 0475-46-2116 297-0192 長生郡長南町長南2110

52 大多 喜町 健康福祉課 0470-82-2168 298-0292 夷隅郡大多喜町大多喜93

53 御 宿 町 保健福祉課 0470-68-6716 299-5192 夷隅郡御宿町須賀1522

54 鋸 南 町 保健福祉課 0470-50-1171 299-1902 安房郡鋸南町保田560  
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ひとり親家庭等医療費等助成事業について 
 

千葉県健康福祉部児童家庭課 ひとり親家庭班 

住 所：〒２６０－８６６７  千葉市中央区市場町１番１号 

電 話：０４３－２２３－２３２０ 

ＦＡＸ：０４３－２２４－４０８５ 

 

ひとり親家庭等医療費等の請求について 
 

社会保険診療報酬支払基金千葉支部 

住 所：〒２６０－８５２１  千葉市中央区問屋町２番１号 

電 話：０４３－２４１－９１５１ 

ＦＡＸ：０４３－２４８－１４２７ 

 

千葉県国民健康保険団体連合会 業務第一部管理課 管理係 

住 所：〒２６３－８５６６  千葉市稲毛区天台６丁目４番３号 

電 話：０４３－２５４－７１８３ 

ＦＡＸ：０４３－２５４－００４８ 

 


